
工事要領 
第８条第２項 
様式第７号 

 

 入 札 心 得 書  
 

                                 

１ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

  等に抵触する行為を行ってはならない。 

２ 入札に参加しようとするものは、その者の見積に係る入札金額の100分の5以上の額の入札保証

金を納めなければならない。 

３ 入札の回数は、再度入札も含めて２回限りとする。ただし、８に該当する場合は再度入札に参加

できない。 

４ 入札者のうち、予定価格以内で最低価格の入札者を落札者と定める。但し、同価格の入札者が 

あったときは、くじによって落札者を定める。 

     なお、最低制限価格を設けた場合は、その価格を下らない最低価格の入札者を落札者とする。   

５ 入札書は、本人提出とする。但し、代理人のときは委任状を提出し、入札書には会社名、代表 

  者名及び代理人名を併記し、代理人の印を押印すること。      

 ６ 入札者は、1回目の入札金額に対応する内訳明細書を作成し、入札書と併せて提出すること。 

７ 入札参加者は、入札書を提出するまでの間において、入札辞退届を提出することにより、自由 

  に入札を辞退することができる。 

８ 入札が次の各号の一に該当する場合は，その者の入札を無効とする。 

(1)参加資格のない者のした入札書、(2)同一人がした 2以上の入札書、(3)入札者が協定していた

入札書、(4)金額その他記載事項が明らかではない入札書、(5)工事費内訳書の提出がないもの、 

(6)最低制限価格に満たない価格で入札した者、(7)前各号に掲げるもののほか，入札条件に違反し

て入札した入札書  

９ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の１００分の１０に相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札

価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。 

１０ 落札者は、落札決定後原則として、７日以内に契約を締結しなければならない。  

１１ 落札者は、契約書の提出と同時に、契約代金の額の１００分の１０以上の額の契約保証金を契 

約条項第４条により納めなければならない。 

１２ 落札者は、契約書の提出と同時に、課税（免税）事業者届出書を提出すること。 

１３ 落札者は、契約書の提出と同時に、契約書に規定する暴力団排除条項第1項各号に該当しない 

こと等について誓約する誓約書を提出しなければならない。 

１４ 契約金額５０万円以上のものについて、保証事業会社の保証があるときは、予算の範囲内で契

  約金額の４／１０以内の前金払及び２／１０以内の中間前払金を請求することができる。          

１５  請負者は、建設業退職金共済組合に加入し、当該工事の掛金収納金を速やかに提出しなければ 

 ならない。                                                                    

１６ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）の対象となる工事につい 

ては、再資源化等に要する見積など所定の事務手続きを行うこと。 

１７  以上のほか、大刀洗町財務規則その他の入札に関する法令を守るとともに、 町の指示に従わ 

 なければならない。 

 


